
HbA1c 表記見直しへの対応について（案） 

 

 HbA1c 表記の国際標準化に向けて、関係者間での調整状況を踏まえ、

本検討会としては、以下の方針を基本として、詳細な事項については、実

務担当者によるワーキンググループにおいて検討することとしたい。 

 また、その検討の結果、本検討会に諮る必要が生じた場合には、その

都度、議題として取り上げることとしたい。 

 

○基本方針 

 

（１）平成 24 年度（24 年４月から 25 年３月まで）の対応 

 

① 特定健診・保健指導については、受診者に対する結果通知及び保

険者への結果報告のいずれも、従来通り JDS値のみで行う。検査機

関（登録衛生検査所）が特定健診・保健指導の報告様式に結果を記

載して医療機関に送付する場合も JDS 値のみで行う。 

労働安全衛生法に基づく事業主健診の実施によって、特定健診の

実施に代える場合には、事業主健診の事業主への結果報告及び事

業主から保険者への結果報告は、従来通り JDS 値のみで行う。この

場合、検査機関（登録衛生検査所）が事業主健診の結果を医療機関

に送付する場合も JDS 値のみで行う。 

 

② 日常臨床においては、JDS 値と国際標準値（NGSP 相当値）とを併

記する。検査機関（登録衛生検査所）が結果を併記して提出すること

が前提となる。 

 

（２）平成 25 年４月１日以降の対応 

 

特定健診・保健指導についての受診者に対する結果通知及び保険者

への結果報告における HbA1c の表記に関しては、日常臨床における対

応状況も踏まえ、国際標準値（NGSP 相当値）で行うことについて、今後、

関係者間で協議する。 
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